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第９回 倶知安町景観計画・緑の基本計画検討会議

景観地区検討部会

議事概要

◎日 時 令和３年１１月３０日（火） 午後２時１０分～午後５時１０分

◎場 所 倶知安町役場３階 第一委員会室

◎出席者 策定委員会：笠間部会長、山田委員、カー委員、大久保委員委員、フィンドレー委員、

斎藤委員、沼田委員

傍聴者：２０名

事務局：まちづくり新幹線課 桜井室長、星加係長、傳法係長、横山主事

コンサルタント会社：㈱KITABA 百瀬

１．開会

２．あいさつ

（星加係長）

・ 遅れている委員がいるため、定刻より１０分遅れで始める。

・ 本日は、傍聴の方が２０名いらっしゃっており、今までと雰囲気が違う中で進めさせていただく。

・ これまでの会議の積み上げということで、前回はルールなどをある程度お示しさせていただいた。

そこから検討の見直しを行ったので、そこを中心に見ていたくことになる。

・ 今日は傍聴の方も多いので、最後に傍聴の方のご意見ご質問をお聞かせいただきたいと思っている。

（笠間部会長）

・ 検討会議の部会長を務めている。

・ 今日は１６時くらいまでで、ここの会議の意見をまとめ、その後傍聴の方も入れた意見交換をした

い。

・ 途切れることなく皆さんからご意見を伺っていきたい。

（カー委員）

・ 今日は傍聴の方がせっかく来ているので、傍聴の方に早めに意見を聞いても良い。

（星加係長）

・ 本日の会議の内容として、１つは前回までの議論、もう１つは前回の会議で時間がなくなって議論

できなかった緑化率など、大きく２つに分けて進めていただきたい。特に前回の会議で議論できな

かった部分についてはご意見をいただきたい。
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（笠間部会長）

・ 内容を２つに分け、それぞれ事務局からの説明後にディスカッションを行うよう、取り進めていく。

・ これまで全部で８回検討してきた中で、少しまとまってきて形になっているのが、区域区分図やル

ール。

・ 地区全体を拠点型、低層型、維持型、保全型の４つに分けて考えている。それぞれのルールを煮詰

めてきているところ。

・ それぞれのエリアの中で、どんなことがまちづくりの課題としてあり、どうやってまとめていくか

が今回の課題。

３．議事

（１）資料１ 景観地区のルール見直しについて

（星加係長）

・ 資料１を基本として説明しようと思っている。それ以外は参考資料と捉えてほしい。

・ Ａ３横の資料（「特定用途制限地域制限内容（一覧）素案」）については、資料１の付属資料になっ

ており、後半で説明する。

・ 改めて、今回の見直しで考えていることは大きく２つあり、１つは景観地区のルール、もう１つは

特定用途制限地域のルール。

■参考資料「景観地区部会意見概要」について説明

・ 景観地区部会のこれまでの経過をＡ４資料で、第１回～第８回までをまとめている。

・ 第１回は現状と課題の整理をし、全体的な部分の意見交換をさせてもらった。

・ きかっけとしては、投資の規模が１０年前の景観地区を決定したときから桁違いの状況になってき

ており、海外資本による大規模な開発がどんどん行われてきている。

・ また、開発をボリュームダウンさせていくエリアの検討が必要というご意見もあった。

・ 水源の問題、温泉について、今後シビアに考えていく必要があるのではないか、という話だった。

・ 第２回はフィールドワークで、主に森の多い景観地区の郊外方面を中心に車で周ってみた。

・ 緑化に関するお話について、色々とご意見をいただいた。

・ 第３回もフィールドワークで、ペンションビレッジやセンタービレッジを中心に見て周り、地域的

な課題について色々とご意見をいただいた。

・ P4 ペンションビレッジ地区については、駐車スペースの確保が敷地単位で取るのが難しい現状に

なっていて、スペースとして用地を持っていても、冬場は堆雪スペースになってしまい、そういっ

たところからの交通の問題についてもお話しいただいていた。

・ 第４回は昨年１２月の開催で、この年度の目標である大きなゾーニングの話をさせていただいた。

・ 保全型という考え方を、このとき初めてお示しした。

・ P5 下の部分で、「保全エリアについては森林法の 1ha 以上の森林地域では残置森林を残すなどの
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ルールがあるが、1ha 未満にすれば適用されない、農地では適用されないなど、同等のルールをそ

れ以外の開発や建築にも実現できれば良い。」という話もあった。

・ 第５回は、今年２月この年度最後の開催で、リゾート地区における土地利用方針案を整理した。

・ このときから規制に対してのご意見が出始め、「これまでの投資によってニセコエリアの価値を底

支えてきた経過を踏まえると、今以上に数値を厳しくすることは望ましくない。」、「建物の使用目

的によって、色々とルールを付けていき、そういったところで厳しさを持ってはどうか。」という

ようなご意見をいただいた。

・ このときに、土地利用の方針案を示した。

・ 参考資料、茶色の資料の１番最後において、「土地利用方針に基づくルールの方向性」というタイ

トルで、「リゾート地区の目標像」と「リゾート地区土地利用方針」の２つを示した。

・ 地区の目標像としては、「自然豊かに四季を通じた魅力ある地域に愛されるリゾート空間」で、当

然地域の人に愛されるということがあってのリゾートというところを、しっかりと考えていきたい。

・ それに基づく土地利用の方針案で、「快適なリゾート滞在環境と豊かな自然環境を大切にする」、そ

れがどういうことかというと、「緑・水・道への負荷を抑えた土地利用の推進」といったところを

中心として今後のルールの見直しを進めていきたいというお話をさせていただいた。

・ P8 第６回、この辺りから具体的なルールの話になっている。

・ その前の段階から緑化についての話もあったが、ここでも緑化についてのお話しを引き続き挙げさ

せていただいた。

・ 建ぺい率・容積率についても「厳しいルール設定はどうなのだろうか？」というご意見など、色々

と伺い、宿泊施設の床面積制限の話もさせていただいた。

・ 第７回、宿泊施設の制限となる床面積の考え方についてわからないという話もあったので、元々の

目安として観光地マスタープランで設定しているベッド数について、今後ルールを定めなかった場

合、ニセコひらふ地区でのベッド数がさらに増えていく可能性がある中で、水道や緑の問題など、

リゾート地全体の自然環境やインフラを支え切れていない現状があるということを事務局の方か

らお話させていただいた。

・ 第８回、今回の会議については、それらを踏まえての前回の会議。

・ 今までの全体の流れ、経緯はこういったところである。

■資料１「リゾートエリアのルールについて」についての説明

（星加係長）

・ P2 前回出されたご意見をおさらいする。

・ 建ぺい率・容積率について、特に保全型のエリアについては、厳しめの数値をお示ししたが、委員

の多くから、容積率を下げることについては、これまで投資した方々へのマイナスのインパクトが

大きい。そのため、それ以外の要件を設けてコントロールした方がいいというご意見だった。
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・ 事務局から、保全型は森林や農地がほとんどで、インフラが整備されていない場所であることから、

環境に配慮したボリュームに抑えるとして、示した数字が妥当ではないかとお話させていただいた。

・ 保全型の宿泊施設の床面積の制限について、「ベッド数を抑えていくことが様々なインフラへの負

荷を考えるときには有効なのでは？」というご意見もいただいた。

・ 一方で「坐忘林のようなホテルを建てようと思ったら、もっと床面積があるのでは？」というご意

見や、「リゾートエリアに近い所に関しては坐忘林みたいなものがある方が、町としてもプラスに

なるのではないか」というご意見もいただいた。

・ それに対しては、事務局の回答として、「やはり、インフラへの影響、緑の保全など色々なことを

考えていった際に、森林地域については、ボリュームを落としていくことが必要ではないか」と話

をさせていただいた。

・ 床面積を区切らないと、日本の都市計画の制度では、どんどん規模の大きなものが連なっていくこ

とになりかねないので、緑豊かなところに関しては、森に埋もれて、ボリュームを抑えていくとい

う考え方から、床面積にある程度の制限が必要というお話をさせていただいた。

・ P3 観光客が楽しめる商業施設や遊戯施設が必要なのでは、というご意見があった。

・ 遊戯系や、サービス提供につながる工場は、「アトリエや工房などの制作系、食品製造、加工品に

なるものについてはいいのでは？」というご意見もあった。

・ 「倶知安町の観光産業を潰したくないので、どうやったらプラスに働くか、発展していくか、もっ

と整理していくべき」というお話もいただいた。

・ 山田Ⅱ地区に限定した話になるが、「グラン・ヒラフに近いところで、ある程度まとまった未利用

地があるため、もう少し使えるよう考えていくべきではないのか、特に店舗など回遊性が生まれる

ような土地利用ができるといい」というご意見があった。

・ 「リゾートエリアの範囲は、スキー場から歩いて行ける範囲をニセコひらふ地区ということで捉え

ていくのでもいいのではないか。それを踏まえると、スキー場から離れたところを制限していくの

は１つの考え方かもしれない」というご意見もあった。

・ そういったところも踏まえ、事務局側でルールの見直しなど提案した内容を少し直したので、改め

てご意見いただきたい。

・ P4 地区の地域区分をいくつか直した。

・ 山田Ⅱ地区については、自然が豊かなところで、前回は「保全型」の地域として示していたが、い

ただいたご意見を踏まえ、「維持型」とし、ある程度土地利用が認められるようにした。

・ ただ、大部分が森林地域に属するため、森との連携を活かした土地利用がどうしても求められる。

それは外せない要素であり、そこの森が全て切り開かれると大きく環境が変わるので、守るべきと

ころは守るという考え方は必要だと思っている。

・ センタービレッジ地区と山田Ⅱ地区に接する道道沿いについては、冷水川を境にひらふ交差点方面

と山田交差点方面で風景や土地利用が異なるところであり、前回は、市街地側の一部区間について
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センタービレッジ地区と表示していた。しかし、現在の「山田Ⅰ地区」と同じ「ニセコひらふ沿道

地区」に見直し、土地の使い方を維持するということでどうかと考えている。

・ 地区名について、「山田保全地区」から「山田Ⅱ地区」に戻したが、高さについては、森が豊かなと

ころであるため、13ｍから変えていない。

・ 最低敷地面積も 1,000 ㎡以上としていたが、山田Ⅱ地区は 500 ㎡なので、そちらに戻す。

・ 容積率は他のルールの見直した内容を踏まえて、300％から 200％に若干下げさせてもらえないか

と考えている。

・ 特定用途地域に関しては、「農地森林保全Ⅲ地区」としていたが、「観光Ⅲ地区」とする。

・ 宿泊施設は引き続き 1,000 ㎡以下の床面積の制限にするが、店舗系については、立地誘導するた

め、宿泊施設に付属するものについては緩和し、最低敷地面積についも店舗系の制限を除くことを

検討する。

・ 用途としては、スケート場などの遊戯系の施設を認められることに変更し、アトリエや食品製造系

の工場も緩和するような土地の使いやすさも考えている。

・ P5 山田Ⅱ地区の前回示した区域の案と今回の変更案。

・ パビリオンズはひとつの独立開発なので変えていない。

・ コロポックルのグラウンドなどがある道道の南側の山田Ⅰ地区は、山田Ⅱ地区に含める。

・ 道道沿いについては、先ほど説明したとおり一部センタービレッジ地区にしようかと前回示してい

たが、今の様子を踏まえ、「ニセコひらふ沿道地区」をそのまま伸ばすことに見直した。

・ P6 それ以外のエリアについての修正点。「岩尾別・旭・花園保全地区」として前回大きなエリア

を示していたが、現在の「東岩尾別地区」は住宅地があったり市街地に隣接していることから、元

に戻す形で「東岩尾別地区」にした。なお、今までの１０年間でここのエリアはほとんど土地利用

が進んでおらず、高い建物も建っていないことから、高さ制限について 16ｍから 13ｍとしたい。

・ 現在の「双子山地区」は「山田保全地区」という名称にしていたが、隣が「岩尾別・旭・花園保全

地区」ということで、特段大きなルールの差はないこともあり、地続きでもあるので「双子山・西

岩尾別・旭・花園保全地区」と１つの地区にまとめた。

・ 「山田沿道地区」について、名称のみ変更し「ニセコひらふ沿道地区」とする。理由は、住居表示

制度の導入を進めており、そこの町名がそうなる予定であるため、そちらに合わせている。

・ P7 用途の見直しについて、スケート場などの遊戯施設について、全天候型で楽しめる施設につい

て制限緩和を考えている。センタービレッジ地区は現行できるルールであるが、その範囲を大きく

広げるイメージであり、「観光居住地区」のように暮らしが多くあるエリアでは控えていただくが、

それ以外の地域では認めたい。

・ 滞在客のサービスにもつながる工場系については、アトリエや工房、食品製造について認めると良

いのではと考えている。ただし、食品製造系は、音が出ることもあるので、周辺環境への影響を踏

まえて、床面積の制限はあった方が良いかと思っている。音などの環境面もあり、「観光居住地区」

については除いた方が良いかと思っている。
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・ P8 保全型や維持型については、店舗飲食店の床面積 500 ㎡以下としていたが、大店立地法の届出

要件以下となる 1,000 ㎡以下に改めている。

・ センタービレッジ地区、ローワービレッジ地区、樺山沿道地区などについては、引き続き店舗の面

積制限などは設けないルールとしたい。

・ イメージとして、現在の山田Ⅱ地区のような地域では、軒を連ねられるような店舗・飲食店とした

い。

・ 保全型の地区においては、NAC さんのような規模であれば問題なしというところで、イメージとし

て持っていただく。

・ P9 ホテルまたは旅館の床面積について、1,000 ㎡の床面積については前回同様の考え方を維持し

たいが、特定用途制限地域の条例に基づく但し書きを活用し、特例事項として、厳格な審査を行い、

審査基準に合致する場合に限って床面積 3,000 ㎡以下であれば建てられるように考えている。

・ 3,000 ㎡は、坐忘林や楽水山くらいの床面積である。

・ ある程度厳しめのルールを設定し、坐忘林のように周辺の環境に合っている建築物については、認

めていくことを考えたい。

・ P10 形態制限について、当初から色々とご意見を伺っていた。

・ 事務局側としては、将来的な土地の使い方に対するメッセージとして、しっかりと建ぺい率・容積

率を定めたいと思っていたが、現状の土地利用の状況を見ると、難しい部分があるのではないかと

いうご意見をいただいたので、今回大きく考え方を変更する。

・ 基本的には現行の設定数値をほぼ踏襲する形で考えている。ただ、一部のところでは、数値的なも

のを若干変更させていただきたい。

・ カントリーリゾート地区については、特出しでルール化できないかと考えており、現行に合わせて

建ぺい率を下げさせてもらいたい。

・ 容積率についても、カントリーリゾート地区では抑えたいと考えており、現在の山田Ⅱ地区も先ほ

ど説明したとおり、若干下げる。

・ それと、旧大沢川沿い地区の道道沿いに関してはセンタービレッジ地区に編入することを考えてお

り、その奥の緑豊かな地域に関しては「樺山保全地区」への編入を考えており、そちらの容積率に

合わせる考えで 200％としたい。

・ 花園ビレッジⅡ地区は、１事業者の土地となるので、その事業者との調整でボリュームを落とすこ

ととした。

・ これ以外に形態制限がもう１つ、斜線制限がある。周囲への圧迫感を軽減するために、定める一定

程度の斜線内に建物が入らないようにするルール。

・ 隣地からの斜線制限はほとんど問題ないが、道路からの斜線制限は少し厳し目にしたいと思ってい

る。

・ 道路斜線制限は設定できる数値が 1.25 と 1.5 の２つしかない。
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・ 現在は 1.5 だが、これを 1.25 にすると斜線の角度が緩くなり、スカイラインを確保するなど景観

への影響を低減できる。

・ P11 これらの一覧表。

・ 前回と比較ができないところもあるが、建ぺい率、容積率についてはほぼ維持されるということで、

ご理解いただきたい。

・ 道路斜線制限については、センタービレッジ地区、花園ビレッジⅠ地区以外は 1.25 とする。隣地

斜線制限は変更しないが、20ｍからの 1.25 となるので、高さ制限 13ｍになっている地区について

はこの制限の影響を受けない。

【質疑・意見交換】

（笠間部会長）

・ 資料１の２、３ページ目に前回のご意見をまとめている。事務局は、それを踏まえて提案したもの

を見直してきている。それが妥当なものなのかというところを話していきたい。

・ 大きくは３つだと思っていて、１つは保全型の宿泊施設の床面積の制限。

・ 保全型については、基本的に森が残っていて、森の中に溶け込むようなところに建物があるのが理

想。坐忘林さんのような姿が答えの１つで、それができなくなるルールはどうなんだろうかという

ご意見が前回あった。それについては、条件付きであるが、最大 3,000 ㎡までなら良いのではない

かということで事務局からご提案をいただいた。

・ ２つ目は、保全型の容積率について、前回 50％という提案をいただいたが、そこは現行維持に見直

すということ。

・ 元々花園やアッパービレッジなど、１３年前に拠点型の開発が進むと考えられていたところは、容

積率を 300％と定めていたが、現在は、そういった方向性ではなくなったところに関しては 200％

にしたいということ。

・ ３つ目は、飲食できて、楽しく歩ける場所がひらふエリアや十字街に欲しいというご意見から、そ

れに対応できる地区を山田Ⅱ地区として、そこについてルールなどの見直しを検討いただいた。

・ 見直したところも踏まえ、どなたかご意見があれば。

（フィンドレー委員）

・ （A3の（新）景観地区の区域区分図を見ながら）薄い青いで塗られている地区は何？

（横山主事）

・ 山田Ⅱ地区になる。

（フィンドレー委員）

・ NAC の向かいは何？

（星加係長）

・ 少し地図の説明を行う。山田Ⅰ地区については、第２泉郷さんがあるところ。エレベーションさん

があるところも、山田Ⅰ地区としている。
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・ NAC さんの向かいは「ニセコひらふ沿道地区」としていて、それより奥は引き続き山田Ⅱ地区とし

た。

（フィンドレー委員）

・ 商業施設などは「山田Ⅱ地区」しか入れないのでは？

・ 商業施設の考え方は何かないか？

（星加係長）

・ 資料１ P4、店舗のルールとしては前回示していた案では床面積を 500 ㎡以下としていたが、それ

を 1,000 ㎡以下とした。宿泊施設に附属する店舗について、床面積の制限はないということで、大

きめの店舗の余地を残した。

・ その辺りのイメージについては P8 にも記載している。

（笠間部会長）

・ これについて、どうか。

（フィンドレー委員）

・ 保留。

（笠間部会長）

・ 前回、このエリアは保全エリアとして緑を残すということだったが、今後、緑を残しつつ、もっと

商業施設などを誘導できる場所として見直したということ。

（星加係長）

・ 床面積の制限を 500 ㎡から 1,000 ㎡に変えるなど、現在の山田Ⅱ地区で設定しているルールと森と

の調和を意識したルールにしている。

（フィンドレー委員）

・ 例えばウィスラーのようなショッピングモールなどができるルールが良いと思っている。

（星加係長）

・ 山田Ⅱ地区は森林地域なので、森林法の開発行為の制限が必要な地域になる。

・ こちら側でルールを緩めても、ある程度土地の使い方としては、森林法の開発行為のルールでコン

トロールされることになる。そこも意識した、森林法も意識したルールとしている。

・ 否定するつもりはないので、ある程度使えるようにということで、保全という考え方から改めた。

（大久保委員）

・ 新しい区域が広がるというのは、参加している委員の総意とまではいかないが、反映してもらって

理解ができる。

・ 自身は１３年前の最初にルールを作ったところから携わっており、自分の考えとしては、今掲げら

れている建ぺい率や容積率は十分厳しい数字だと思う。さらに厳しい数値にするのは反対。

・ 緑地帯はただ植樹するのではなく、マネージメントスペースというアプローチで運用するために、

アスファルトではなく、緑地を設置するというイメージのルールになるといい。

・ 容積率を厳しくし、さらに高さ制限も付け加えていくと、小さい建物が乱列していくようなリゾー

ト地になってしまうのではという意見について、自分も懸念している。



9

・ 傾斜地や窪地など土地も様々であるため、ある程度抑揚をつけてルールの運営をできるように、地

形に応じた開発プランが必要。

・ 何でもかんでも低く小さくして棟数が増えると、そこにアクセスするための車も増えるのではない

か、という課題がある。

・ 今後の進め方の１つとして、極論このエリアの土地の価値が半減するルールになるところも出てく

ると思うが、土地の所有者に対して、今後、どのように理解を得ていくのか。

・ 一方的ではなく、土地所有者の方々に１度通知を行い、何度か説明会があって、というプロセスが

大切。

・ 町は、現行の所有者に対しどのようなアプローチを経て施行していく考えか。そのプロセスを確認

したい。

（星加係長）

・ 最後の話に出てくるスケジュールにつながるところだが、この部会自体は、それぞれの団体さんか

ら推薦をいただき委員さんに来てもらっている。町としては、基本はここでしっかりと議論するこ

とが大切だと考えている。

・ ただ、閉鎖的な会議にならないよう、常にオープンな形で実施している。この部会である程度皆さ

んにご理解いただいて進めるということが基本だと思っている。

・ 一方で委員のみではなく、多くの方々のご意見をお伺いすることも大切であることは認識している。

・ 施行は来年の秋以降を予定しているが、この部会の目標としては、今年の１２月までに整理をつけ

ていきたい。

・ 部会の整理を踏まえ、原案の公表を行い、パブリックコメントでご意見をいただく機会を設ける。

そこから調整した上で、施行に向けた説明会につなげる流れで考えている。雪解け頃に説明会を行

えたら、と考えている。

・ 今後の進め方によって時間のずれは生じると思う。町議会にも図っていく必要があるので、その辺

りの兼ね合いの中で進めていくことになる。

（大久保委員）

・ 今日傍聴で来られている方が今までで１番多く、自分の感じている気持ちを多く方と共有できると

思う。管理会社、コンサル会社、色々な方がいるだろうが、「施行までに勝手に進んでしまうので

はないか」、その辺りが１番気になっているところだと思う。

・ 会社に戻って「どうだったか」聞かれた際に、今後素案が出され、パブリックコメントを出す機会

があるというのがわかれば、ストレスが軽減できると思う。

・ プロセスを踏まえながら進んでいるので、春までスケジュール感を理解していただけたかと思う。

（カー委員）

・ 先ほど（宿泊施設の床面積の制限に係る）特例の言葉が出た。これは具体的にはどう考えているか。

（星加係長）

・ 宿泊施設の制限の話は「特定用途制限地域」に係る。特定用途制限地域は、現在既に網がかかって

いる。その制限の内容は、倶知安町の条例で定められている。

・ 参考までに、現在のルールの内容については、Ａ３の資料１附属資料の１枚目の裏と２枚目の表裏
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の左側の内容に当たる。条例にこの制限の内容が記載されており、条文の中で、「これに由らない

ものについては、町長が認める場合」という規定がある。

・ 何でも認めることにはならないので、別に審査基準などを作る必要があるが、その基準に基づいて

審査した結果として、床面積の制限 1,000 ㎡というルールを解除できることになる。

（笠間部会長）

・ このような内容を考えているという基準は９ページ目に書いている。これをベースに検討を深めて

もらい、後日また具体的に提示してもらいたい。

（山田委員）

・ 皆さん、「小さな建物がたくさんできる」という話をしていたが、そこに大きなものを建てたいと

いう開発の方々もいらっしゃると思う。

・ そのようなことがあれば、先ほど話に上がった審議をする形になる。

・ どこで一旦閉めるかというところが大切で、それ以上のラインは審議をするという区切りが必要。

・ 例えば大きな駐車場ができたりする話があったら、それを作って良いか審議をして決めるルールと

して、その流れを記載した方が良い。

（斎藤委員）

・ 前回よりも多少緩くなったと思っているが、このあと出てくる緑化の部分でどのくらい厳しくなっ

ているかを聞かないと判断できない。

・ マスタープランに基づいて、ホテルの床面積を制限していくことや、緑地緑化の制限をつけてとい

う考えも理解できるが、今あるものの数値を減らすことは考え直した方が良いのではないか。

・ 今回、容積率を 300％から 200％にしているが、今の数値を触るというのはマイナスのインパクト

がすごく大きい。

・ 斜線制限や緑化などは元の方針に則った形になると思うので、そのルールで制限していくのが良い。

今あるものを変更するのはやめた方が良いと思う。

（星加係長）

・ 大きなところで言うと、１１ページ目の旧大沢川地区を含む樺山保全地区や山田Ⅱ地区で記載して

いる容積率 300％から 200％について気になる部分かと思っている。

（斎藤委員）

・ カントリーリゾート地区は目立って容積率が下がっていると思うが、どうしてか。

（星加係長）

・ ここについては、管理会社がほぼ管理しているところで、羊蹄の里と同じような建物が建っている

ため、羊蹄の里と同じ形にした。

・ 今後も引き続き維持していくと考えると、このくらいの容積率となる。

・ 周囲に合わせて保全地区にするとなると厳しい数値になる。そのため、元々の数値を踏まえた容積

率にしている。現状も容積率 50％もないような建物のみということでこういう形にした。

（斎藤委員）

・ カントリーリゾート地区の中に入ると、良い開発しているとお見受けするため、そのようなところ

を抑えるということに、違和感がある。
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（笠間部会長）

・ カントリーリゾート地区は、ほとんどの土地が売れていて、実際に建物が建って地域の人が暮らし

ているところで占められている。

・ なので、その地域の人がどういう暮らしをしていきたいのかに合せて決めていけば良いのかなとい

うところ。その地域の方や土地を持っている方々の意見を聞いて、今後どのような姿が良いかを踏

まえ、検討する部分か思う。

・ それを踏まえ、都市計画や建築協定などでやっていくことも考えられる。

・ 前回までのところについては、細かい部分で見直してほしいところはあるかもしれないが、概ねわ

かったと言うことでよろしいか。

（カー委員）

・ 坐忘林という名前が出ていたが、せっかく坐忘林の会社さんが来ているので、コメントをお願いし

たいと思う。

（傍聴者 坐忘林 ショーヤ氏）

・ 坐忘林は１０年くらい前に考えが始まり、設計をした。

・ 自分は海外のお客さんではなく、国内の人をメインのターゲットと考えていた。

・ 自分の家がすぐ隣にあって、ゆっくり土地の設計を始めて行った。大きなディベロッパーではない

し、自分の作品、コレクションを見せる施設を作りたいと思って作り出した。

・ 水道管を作ったりしたが、環境にあまり影響はないかなと思っている。

・ 全国から人が来てくれて、周りに何もなくても、温泉など自然環境にすごい喜んでくれる。

・ このような会議は苦手だが、せっかくだから来てみた。倶知安町の価値が全体的に上がっていると

思っているが、ルールが厳しくなるのは残念なことだと思っている。

・ もちろん、全体のバランスを考えてルールを少し厳しくするのも大事だとは思うが、坐忘林のもの

今後建てられなくなると聞いて、ちょっと協力できればと思ってきた。

（笠間部会長）

・ 自分は元々東京に住んでいて、北海道に来たが、日本人のスキーの仕方としては、昔は飛行機で来

てスキーをして帰るというのが普通だったが、外国の方々にスキーリゾートの楽しみ方はそれだけ

ではないというところを教えていただいた。

・ 「坐忘林さんのようなスタイルであれば良いのでは？」ということで、１つのお手本にさせていた

だいている。

（傍聴者 坐忘林 ショーヤ氏）

・ 坐忘林はスキー客用に作っている訳ではなくて、１年中お客さんが来てくれるようにという思いで

作った。冬だけというのは残念。

・ ひらふエリアとかではなく、スキー場からもう少し離れたところの花園に良い設備が作れればいい

と思って作った。
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・ 春には日本人が来てくれて、ほぼ一杯で、毎日喜んで帰っていってくれる。

・ でも、そういう建物が建てられなくなることができなくなるのは残念。

（フィンドレー委員）

・ 建物は土地の何％くらい使っているのか？

（傍聴者 坐忘林 ショーヤ氏）

・ 土地の３０％くらい。

（笠間部会長）

・ 他にご意見ある方がいれば。

（傍聴者 ＴＡＩＧＡ キース氏）

・ TAIGA で開発とプロデュースの仕事している。

・ 個人的には、抑える必要があると思っているため、色々検討すると良い。ただ、目標が不明である。

・ 今まで聞いた話では、下水や電気のインフラの問題があると聞いているが、一部高さ制限を抑えて

いるというのはあるが、全体的に人数の問題だと思っている。

・ どのように人数を抑えればいいか明確にしたら良いと思う。

・ これから開発のスキームは 30,000 人くらいまでいくと試算している。18,000 ベッドはすぐ今のキ

ャパシティに達すると思うので、人数をどう抑えるか検討してほしい。

・ 自分の客の話や自分が樺山に住んで感じているのは、建ぺい率の問題ではなく、ビルだらけだと良

く話を聞く。これは高さが問題となっているということ。

・ 緑で言うと、ひらふエリアや樺山は木はあるが、建物が大きいという問題がある。

・ 文字が多くて、ビジュアル的なところを出してほしい。最悪の結果はどうなるのか？見てみたい。

・ 都会の人ばかりが、４階・５階建てで自分の別荘を建ててしまってもおかしくない。具体的な話を

いうと、例えばローワーヒラフ地区の高さ制限を 16ｍまでにするというのは、絶対やめた方がい

い。

・ ５０坪で５階建ての建物を想像すると、細長い建物になってしまい、どう考えてもまち並みがダサ

くなってしまう。素材も安く、都会のまち並みになってしまう。

・ また、樺山の建ぺい率 30％というところ。自分はサンモリッツに住んでいるのだが、建築面積が５

０坪が多く、それを考えると２階建ての建物でも床面積 100 ㎡くらいしかない。

・ 車庫も入れて２ＬＤＫはできるかできないかというところだが、戸建ての建物を建てる人は、２Ｌ

ＤＫを目指している人はいない。それならアパートを購入すると思う。

・ 建ぺい率を 30％にすることによって背が高い建物になるだけで、それによって緑が多くなるとは

思わない。

・ 制限を解除した際、リーズナブルな結果を考えてほしい。例えば建築面積が 50 坪から 100 坪の場

合は今と同じ建ぺい率 40％に、100 坪以上は 30％にするなど、結果を想像しながら考えてほしい。

・ カントリーリゾート地区で、容積率 300％（※資料１P11 の数値誤り）から 100％にするのは、すご

く不公平に感じる。他は建ぺい率も 40％、容積率 200％となっている。

・ 今回の検討会終わって、説明会と言いながら発表会になってしまうとダメ。しっかり皆の意見を取
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り込んだ結果がほしい。

・ 一方的ではなく、今回参加できない人はたくさんいるので、その人とたちの声もぜひ取り入れてい

ただければと思う。

（笠間部会長）

・ 数字絞れば絞るほど窮屈になり、本当にそれが良い結果を生むのか確認した上で、ルールを決める

べきということで、きちんと確認した上で進めていかなくてはいけないと思う。

（星加係長）

・ P11 カントリーリゾート地区について、記載に誤りがあった。現行 200％で、そこから 100％への

変更の間違えである。

（笠間部会長）

・ 他のご意見があれば。

（傍聴者 Ｈ２グループ 須藤氏）

・ キース氏の意見と同じで、今回思ったのが、ローワービレッジ地区に関して、高さ制限を緩くする

のはおかしいと思った。他の地域が維持や強化している中で緩和しているのは、この狭い土地で建

ぺい率を最大限利用した５階建てとなると、かなり既存の建物とのバランスも悪くなってしまう。

・ 個人的にどうかと思っているのが、花園ビレッジ地区について、他のエリアは高さ制限があるにも

かかわらず、高さ制限なしというのは、理由があるのか。

（星加係長）

・ これから説明する資料になるので、高さについては後ほど説明する。

（傍聴者 Ｈ２グループ 樫田氏）

・ 大久保委員の話にもあったが、現行の土地所有者について、自身の業務上どのようにルールが変わ

るのかを日本語で確認し、英語に直し土地所有者さんに伝えるということがあり、どうしても食い

違いが出る。

・ こちらも正確に伝える必要があるので、町として内容のガイドラインなどは出すのか確認したい。

・ 土地所有者さんから町への質問というのは今後あると思うが、大半は不動産会社や開発者などが、

まず最初に入口として入ってくると思うので、現所有者への対応を考えていただきたい。

・ 各事業者の投資、民間が土地を持っており、倶知安を含むニセコエリアで投資が進んでいるが、今

後新幹線や高速道路の開通で、より人が来る状況になる。町の方も、投資という部分で、そういう

ことを活用して景観につなげることができるのではと思うので、ご検討いただきたい。

・ 準都市計画区域を広げる、ルールを厳しくするという話だが、リゾート開発でのマスタープランの

話をされていたが、タウンプランニングの観点でまちなかとリゾートを整えて上手く調和させると

いうところで、第３者機関のプロの方の意見を入れても良いと思う。

（傍聴者 ノーアスク ロス氏）
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・ 大体が制限をかけないといけないということだが、制限を厳しくすると大きな影響が出ると思う。

・ 最初の頃はスキーを滑りたいという目的で倶知安に土地を買っていたが、今は投資の目的で買って

いる人が多い。

・ 投資している方はルールを最大限活かして建物を建てている。これからまた建ぺい率や容積率が減

ると、土地の金額が高くなり、投資目的で購入することは厳しくなってしまう。

・ そうなると、残った土地を買うのは外国人のお金持ちの人だけになり、そういう人が買うと、ほと

んどの人が貸さない。そうなると、外国人が年に１週間くらいしか来なくなり、閑古鳥が鳴く。

・ 投資ができなくなると、将来は、海外リゾートで問題となっているような、寂しいスキー場になっ

てしまう。すごく残念なことだと思う。

・ ２～３年後ではなく、１０年先のことを考えて、こういうものを作っていかなくてはいけない。

（傍聴者 ＴＡＩＧＡ キース氏）

・ 花園について、これから１番大きい開発になると思う。15,000 人とかを想定しているようで、坐忘

林の周りはひらふエリアと同じくらいのものができるのではないか。

・ センタービレッジ地区は全然厳しくならないようだが、人数の問題で言うと、他の地区もルールが

厳しくなって我慢するならば、センタービレッジ地区も我慢してもらった方が良いのでは。

・ 良いかどうかはわからないが、人数を少なくしていくという考えであれば、「分譲マンションのエ

リアを決めていくといいのでは？」「保全型のような地域は、分譲マンションを一戸建てのみにす

る」「８軒の分譲マンションは禁止」など、用途について検討してはどうか？

（笠間部会長）

・ 一通りご意見もらったかと思うので、まとめていきたい。

・ ベッド数がどこまでも増えていくことをある程度コントロールしたいと思うが、日本の法律がそう

できないようになっているので、ひとつひとつの土地の使い方を見直さなきゃいけない。

・ 数字を変えていくことでしか対応できないということが根底にある。

・ 花園について、事務局から補足あるか。

（星加係長）

・ 平成２０年の準都市計画区域の決定のときからこのルールがある。

・ 平成の一桁年代から、当時は東急さんの大規模な開発構想があり、別荘地の造成やインフラ整備が

行われ、長い歴史の積み上げで準都市計画区域の指定を行い、かつ所有者も変わってという時代の

流れを受けてきたが、基本的には大きな開発の流れは変わっていない。

・ 花園は、例えばペンションビレッジ地区やセンタービレッジ地区など、様々な所有者さんが混ざっ

て成り立っている地区とは異なるものであり、マスターデベロッパーとして一社一リゾートという

形で全体的なリゾートの構想に基づいて景観のコントロールをしていくと伺っている。

・ 全体的な視点で、町として景観・建物の規模などはしっかりと協議を行っていきたい。

・ 高さ制限をしないから、100ｍの建物を建てていいということではなく、相手の顔がわかる中で、

長いスパンの中で計画を進める、しっかりと協議しながら進めるというエリアとなっており、引き

続き高さ制限なしという方向で整理している。
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（笠間部会長）

・ 皆さんからなければ、こちらで議論して、次の議題に進めたい。

・ 意見をまとめると、「ローワービレッジ地区（現ペンションビレッジ地区）の高さ 13ｍを緑や駐車

場の確保をしてもらうために、高さ制限緩和をして 16ｍとしているのは本当にいいのか？」という

ご意見をいただいた。

・ 地域の方との意見のやり取りは一方通行にならないように、双方でやり取りする必要がある。今後

も確保してほしい。

・ リゾート計画について、タウンプランニング、リゾートプランニングをある程度考えた上で、文字

だけでなくビジュアルで具体の姿を検討してく必要があるとご意見をいただいた。

・ 最後のことについては、コンサルにも手伝ってもらい形にしていく必要があると思うが、こういっ

たところで、最後の確認をしていく必要がある。

（フィンドレー委員）

・ 商業施設や遊戯施設については、建ちにくいというイメージがある。

・ このままだと全部宿泊施設になってしまう。何かインセンティブがないと商業施設などは建たない

のではないか。

（笠間部会長）

・ キース氏からはセンタービレッジ地区の話があったが、フィンドレー委員はどこのイメージか。

（フィンドレー委員）

・ どこでもできると思う。

（星加係長）

・ 建ちにくいという話について、説明が漏れていたところがある。

・ 今は、最低敷地面積は 500 ㎡以下というルールになっており、これから道庁との協議になるためこ

の場で「こうします」という確約はできないが、できれば店舗などについては最低敷地面積の制限

は外せないかと考えている。資料 P4 の最低敷地面積において「店舗等の面積制限緩和を検討」と

記載しているのはそういう意図である。

・ 店舗などは、小さなものでも建てられるように、チャレンジしていきたいと思っている。

（笠間部会長）

・ 資料が残り半分あるので、そちらの説明に入っていただく。
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■参考資料「リゾートエリアの課題など」についての説明

（星加係長）

・ ご質問ご意見もあったので、背景がどうだったか、簡単に参考資料で説明する。

・ P2 リゾートが拡大に伴って、環境への負荷や景観への影響が生じてきており、アンケート結果に

おいても開発量をもう少し抑えた方が良いのではないかという回答が半分程度、もっと厳しくした

方が良いのではないかというご意見が１/３程度となっており、全体を見ると大体９割近くが開発

を抑える方向での回答だった。

・ タウンプランニングの話があったが、観光地マスタープランを倶知安町と倶知安観光協会で作って

おり、「質の高い開発の誘導」を目指したいと整理している。開発の量をコントロールし、その中

で持続可能なところに持っていきたいということが大きなテーマになっている。

・ サービス機能が向上するのは良いが、この地域でそのサービスを提供できるだけのインフラがこの

地域で整っているかというところも大きなテーマとなっている。

・ 観光地マスタープランでは、高層、低層、保全エリアという３つの方向で土地の使い方を整理して

おり、特にセンタービレッジ地区については、比較的早めに土地利用が始まっており、２０年くら

い経ちリノベーションの時期にも入ってきている。

・ スキー場のお膝元というところもあり、中心的な役割を担っているということもあり、しっかりと

リノベーション誘導していき、スキー場から離れた緑の多いところはしっかりと残していきたいと

いうことからベッド数などの目安を設けて、持続可能な観光という方向性をマスタープランに掲げ

ている。

・ それを踏まえた上で、今回の景観地区及び特定用途制限地域のルール見直しの検討となっている。

・ P3 給水区域の範囲はこのような状況。

・ P4 温泉の状況はだいぶ枯渇してきている状況であり、道の要綱で保護地域に指定されている。指

定地域には入っていないから、温泉を掘っても大丈夫ということではないだろうと思っている。

・ P5 下水道の地域も限られている。下水道の処理区域もこれだけ限定され、しっかりインフラが整

い、きちんと処理して川に流す形をとって環境負荷を抑えられるというのが、下水道である。

・ P6 緑の状況として、図でピンク色の部分は保安林となっており、準都市計画区域から外れている。

黄色の部分が民有林となっており、リゾートエリアにこれだけある。緑の持つ機能は大切で、保水

力や多様な生物の生息域の確保などがあり、これらをしっかり維持した中で、リゾートに特化して

いくのが良いと思っている。

・ P7 農振農用地の状況についても整理している。リゾートエリアも樺山や岩尾別、（黄色）原則農

地しかできない場所と決められ守られている。その外側でリゾート地が展開されている。

・ P8 最後に見づらくて恐縮だが、海外のリゾート地の拡大状況について、３箇所を抜粋して載せて

いる。

・ スイスのヴェルビエでは、２３５ｈａ、スイスのツエルマットは１８５ｈａ、アメリカのウィスラ

ーは３１０ｈａをリゾート地として提供している。

・ 倶知安町はセンタービレッジ地区、ペンションビレッジ地区、山田Ⅰ地区、山田Ⅱ地区、羊蹄の里

地区を合わせてると２６４ｈａ、現在の俱知安町の景観地区は２，２９８ｈａなので、かなり広大。
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・ 海外のリゾート地の規模と比較するときに参考にしてほしい。

・ このエリアで、リゾート地としてどのくらいの規模を目指すのか、。

■資料１「リゾートエリアのルールについて」の説明

・ P12 建物の形態意匠は必須事項である。既に運用の中でも色々と課題が出てきている。

・ まずは、色彩。やや暗めのものが流行しているが、景観色と言われるこげ茶は外壁に使えないルー

ルとなっている。その辺り、幅を持たせられるように緩和を考えている。

・ また、デザイン性の高い建物が多い。洗練された建築物が多いが、若干周辺との調和が欠けている

ものもある。その辺りは調整をかけていきたい。

・ 外壁からの突出物などについて、外壁と同じくらいの制限を設けられないのか考えている。原則建

物内などに置く等が、できないかを検討している。

・ 駐車スペースについて、ローワービレッジ地区については、敷地が狭いので、計画建築物内で駐車

場の確保をルール化できないか。建築物の屋上に設置するものの制限もルール化したい。

・ コンテナ系の建物の制限についても考えている。

・ P13 高さ制限について、あまり大きく設定を強化しているところはそこまでない。

・ ただ、山田Ⅱ地区と旧大沢川沿い地区について、森が多く残されていることから、現在はセンター

ビレッジ地区と同規模のものを建てられるルールであったが、高さを 13ｍに抑えている。

・ ローワービレッジ地区については、高さ 16ｍで考えている。１つの考え方として前回申し上げたと

ころで、建物の中に駐車スペースをとるということで考えている。それによって、１階層分上に積

み上げるために高さ制限を緩和するという考え方。

・ 駐車スペースが路上から建物の中に入ることで、建物の周辺を緑化や堆雪スペースなど、敷地内を

有効活用し、ローワービレッジ地区で抱えている交通問題などを少しでも解決するきっかけになる

のではないかと考えている。

・ P14 建物の外壁後退距離について、山田Ⅱ地区については高さを抑える代わりに隣地からの後退

制限を若干緩めにしている。

・ 樺山などの各保全地区において、道道沿道については、建物の高さに関わらずセットバックしても

らえるようなルールにできないかと考えている。

・ P15 最低敷地面積について、ニセコひらふ地区については、滞在者のサービス提供機能を高める

ため、店舗・飲食店等の制限の緩和を検討。保全型エリアでは森林法の開発行為（別荘型）による

土地利用を基本とする考え方で 1,000 ㎡以上とし、一方で農業施設の制限の緩和を検討している。

・ P16 景観上の工作物の制限について、これまで何もルールがなかったということで、工作物につ

いても制限することを考えたい。

・ 平成２７年に検討した素案をベースにお示ししており、建築物と調和をとるために、ある程度高さ

のあるものなどについて、コントロールできないかと思っている。
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・ P17 都市計画法とは別の景観地区における開発行為の制限についても、盛土や法面、擁壁（工作

物に該当するかもしれないが）についてある程度の制限をできないかと考えている。

・ 盛土については接する道路面より高く盛らないようにしてもらいたい、法面を作るときにはある程

度勾配を緩いものにして、小段を取るなどのルールを設け、景観への配慮を開発でもしていただき

たいと考えている。

・ 開発行為が終わって、敷地まで造成が行われないこともあるので、建物を建てる際にも造成などす

る場合は、このルールを活用できないかと考えている。

・ 擁壁の高さについても垂直の物は圧迫感が出てくるので、低めに制限していきたい。

・ 緑地の確保について、通常 3％だが、5％くらい確保してほしい。

・ 樹木の伐採についても最低限残してほしいなどのルールを示している。

・ P18 緑化率については地域に応じて変えていくことを考えており、開発行為の制限の中で緑化率

を具体化して設定することを考えている。そのため、景観地区における開発行為の申請要件として

は、3,000 ㎡ではなく敷地単位でできないかと思っている。

・ 具体的に、拠点型のセンタービレッジ地区において、高層でボリュームがあるところは、シンボリ

ックな木などを置いてもらい、潤いを創出したい。

・ 花園ビレッジ地区についても、その地域の特色を踏まえた上で可能な限り緑を残し、自然の豊かさ

の中で賑わいの創出を図る、としている。

・ ローワービレッジ地区についても、ゆとりを持たせた空間づくりとして、前面道路を中心に緑を効

果的に配置し、質の高いリゾート地の空間づくりを目標としている。

・ 低層型については 10％くらい、維持型については 15％程度、保全地域は 30％くらいを検討してい

る。

・ なお、地域計画対象民有林に該当する森林地域については 30％に引き上げたり、逆に農業地域や居

住地が形成されている場所については、緩和の条件設定が必要だと思っている。

・ なお、保全型のところについては、森林地域で 50％を検討中。それ以外は 30％で考えている。

・ P19 緑化率をどう計算していくかという考え方を示している。

・ 都市緑化法を踏まえた上で、面積を樹高によって換算することを想定している。

・ 緑があれば何でも良いのか、どこに配置しても良いのか、となると質の高い緑の空間はできないの

で、ボーナスエリアなどを設ける案を提示している。

・ 既存樹木を残す場合はボーナスで 1.5 倍、間口への配置本数の設定、道路側に緑を多く配置する場

合、道路の後ろに配置する場合は面積に換算しないなどのルールとしている。

・ 花壇は 0.5 倍にするなど、芝と樹木では換算面積のルールを変えることも考えている。

・ P20 下の図はシミュレーションをしたときのもの。左側がローワービレッジ地区のパターンにな

り、こういう形でシンボルになる大きい木を植えると大体 10％になり目標値を超える。

・ 右側の保全型の森林地域の 50％だと、このようなイメージ。敷地にもう少し余裕を持ってもらえる
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と、理想的な緑化と建物のバランスになると考えられる。

・ P21 今回のルール全体の強化と緩和の一覧を整理している。

・ 形態制限に関しては、一部強化としているところがあるが、山田Ⅱ地区などのところで、全体的に

は現行ルール維持していく方向性。

・ 道路斜線制限については、低層型以下を強化している。

・ 形態意匠については緩和と強化。

・ 高さについては、ローワービレッジ地区で緩和があるが、維持型と保全型では強化が多い。

・ 最低敷地面積については、センタービレッジ地区とローワービレッジ地区で新たに設定している。

そこで余った土地に緑化などオープンスペースとして有効に活用してもらう。維持型おいて山田Ⅰ

地区で面積の引き上げを考えており一部強化、保全型では一律 1,000 ㎡への引き上げとなるので

「強化」としている。

■資料１附属資料「特定用途制限地域の制限内容（素案）」の説明

・ P1 現在考えている制限の内容で、次のページからは、現在の準都市計画区域の範囲に限定してい

るが、どのように変えるかを書いた。１番後ろが工作物の制限という構成となっている。

・ P1 特定用途制限でどんなものを制限するのか、工場や危険物を扱う施設、店舗、飲食店、キャバ

レー、風俗系などを制限する方向として、こちらで考えている。

・ ここに書かれていないものは建てられると考えてほしい。

・ 右側に各地区があるが、黒丸（●）のついているものが、制限されるもの。四角（□）がついてい

るのは、黒丸のうち制限から除くもの。

・ 3 番 観光Ⅰ地区や観光Ⅱ地区について、店舗系について引き続き制限しない。保全型については、

店舗などについて面積の制限している。

・ 4 番 ホテルまたは旅館の制限について、制限がないものは観光Ⅰ地区やⅡ地区、維持型保全型に

ついては制限をしているが、特例として但し書きで審査基準を設けることを想定。

・ 5 番～7番 いわゆる遊戯施設。観光Ⅰ地区の拠点型は制限しないが、カラオケボックスやパチン

コ屋などは前回に引き続き禁止としている。

・ ボーリング場などの遊び場に関しては、基本的には制限をなしにしている。元々は結構な範囲で制

限を行うこととしていたが、前回の部会のご意見を踏まえて緩くしたが、観光居住地区については

引き続き制限する。

・ 8 番～9番 風俗系のもので、これまで同様制限をしている。

・ 10 番 倉庫業を営む倉庫について、これまで同様禁止だが、自分の会社で自家用の倉庫を建てる場

合は制限されない。あくまで貸倉庫業などについて制限するものである。

・ 11 番 農業系の畜舎について現行のルールを踏襲しており、保全型は制限がないが、それ以外は制

限がある。

・ 12 番 劇場や映画館などについては、拠点型での制限は設けていない。

・ 工作物について、新規に出てくるものはあまりないと思うが、出てくるのであれば 1番〜3番に該

当するもの。これまで同様基本的に全部禁止で、一部保全型のところに関しては少し余地を残した。
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・ 今回、新たにルールを追加したいのは、4番、5番、6番の部分である。

・ 4 番 観光目的なものという制限があるので、かなり限定的になってくることが想定される。観光

用で、自己用は該当しないと思うが、エレベータやエスカレーターなどは観光Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ地区では

制限を設けないが、市街地隣接地区、観光居住地区、農地森林保全Ⅱ地区では制限している。

・ 5 番～6番 遊戯施設は、遊園地のようなものをイメージしており、拠点型のエリアを除いては、

しっかりとコントロールしたい。

・ 資料１の P22 そういったところで、維持と緩和はこのようになっている。

・ 強化するのは、宿泊施設などである。

・ 「維持」しか記載していないところでも「宿泊施設附属を除く」等の文言を削除しているなど、軽

易な修正は行っている。

・ 工場系は一部用途で緩和、スケート場についても緩和の方向。

・ 店舗・飲食とホテル・旅館は「維持型」と「保全型」で強化、工作物の観光用エスカレーターは「維

持型」と「保全型」で強化、コースター等や観覧車などは「低層型「維持型」「保全型」で強化を考

えている。

・ P23 ホテルまたは旅館に係る制限について、検討されている建築計画に影響を及ぼすことから施

行の猶予の設定をしたいと考えている。

・ ざっくりとした表現で恐縮だが、年明けに原案の提示、法的な手続き条例の議決を経て、施行は来

年の秋以降と考えている。

・ いま想定しているのは、再来年の雪解け頃までに現在計画が進んでいるものについては猶予するイ

メージ。

・ 注意点として、施行日以降に工事着手したものは新ルールが適用になる。施行日以前に「建築確認

申請」が下りている状態だけでは、現行のルールでの施工が認められない。「着手日」基準になる。

・ また、景観地区の建築物のルールは、施行日の猶予は認められない見込み。

（笠間部会長）

・ 建物の高さ制限について、ローワービレッジ地区が論点になるか。駐車場を設けていても、冬には

雪置き場になっているなどの課題がある。

・ そのために、建築物の中に駐車場を設け、代わりに高さを緩和する案としている。

・ 緑化率について、5％〜30％を設定している。実際には換算面積を設定しているので、実際に 30％

とれば 30％となる訳でない。ボーナスもあるので、10～15％の設置で良いこともある、複雑なルー

ルで管理していく。

・ 個人的には既存木に対するボーナスは良いと思う。

・ 工作物の 4番のエスカレーターなどはあまり出て来なそうなので、個人的には制限をかけなくても

良いのではないかとも思う。

・ まず委員の方からご意見伺えれば。
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（フィンドレー委員）

・ ほとんど一軒家しか建てられなくなるのではないかと心配している。

・ 別荘などしか建てられないようなイメージがある。

（星加係長）

・ それは規模的なものか、大きさ的なものとしてということか？

（フィンドレー委員）

・ 宿の種類がほとんどのエリアで一軒家しか建てられないように見える。

・ 国道５号と尻別川の間も建てられないようなルールとしているが、１つのマーケットとして絞り込

んでいるのではないか、と思い心配している。

（星加係長）

・ これまでの議論の中では、HANARIDGE さんやパノラマニセコさんなどのように、敷地に大きく余裕

を持ってもらい、その中で緑豊かな形を展開してもらうことをイメージとして持っている。

・ 床面積 1,000 ㎡までという制限はあるが、色々な形ができなくなる訳ではないと思っている。

（沼田委員）

・ 補足で、特定用途制限の観光Ⅰ地区と観光Ⅱ地区の部分については、面積制限はされていないが、

全てが戸建てしか建てられないという訳でないと思う。

（大久保委員）

・ リゾートゲートウェイ地区は必要なのか？

・ そこだけを地区とするのは概念としては良いと思うが、建ぺい率と容積率を 30％、50％としている

が、厳しいのではないか。それほど厳しい数値設定は必要なのか。

・ 自分の意見としては、不要な設定ではないかと伝えたい。

・ グリーンエリアについて、特に建物が混在しているようなところは、例えば緊急車両が来たときに

通れるように、緑地スペースを設け、マネージメントスペースとして確保していくということなの

で、単純に木を植えれば良いとなると、建物の間の除雪ができなくなるなどの課題も出てくる。

・ 植樹を推進しているようだが、これを間違って捉えられると、安全性を確保できなくなるため、自

分のイメージとしては、駐車スペースをアスファルトではなく、緑地化をしていくようなアプロー

チのイメージである。そのため、必ず植樹を進めるようなものでなくて良いと思っている。

・ 建物の基礎部分について、グリーンウォールのように、夏場はプランターや花、ツタなどで、緑を

誘致する考えも、今までの会議であったと思った。

・ 緑化率は植樹だけでないアプローチがあることを検討してほしい。

・ 特定用途制限地域について、倶知安町も含めニセコひらふエリアを中心として考えたときに、娯楽

施設が乏しいということがある。

・ 旅行者の人たちを含めて不満でもあり、今後の希望でもある。（劇場や映画館など。）

・ これらがセンタービレッジ地区にあるのが理想かもしれないが、そこへ誘致してしまうと、交通が

集中してしまい、現在の課題と矛盾が生じるので、俯瞰して見た際に、受け入れるエリアを少し広
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げても良いのではないかと思う。

・ このような文化・娯楽施設を広域で受け入れるような体制にしておきながら、それぞれの地域、低

層で導いてくような考え方のアプローチを変えていくのもありかなと思っている。

（笠間部会長）

・ 用途制限について、劇場や映画館というものが、５個も１０個もできるものではない。

・ 無秩序にできるものではないということで、幅を持たせても良いと思った。

・ 緑化率の面積の換算で、芝生が 0.2 倍というのは厳し目のイメージがある。

・ 泉郷など、芝でも広がりがあって良い場所もあると思うので、リゾートの近くは芝生であったとし

ても評価ができるようにするなど、組み合わせを考えると良い。

（大久保委員）

・ このルールが適用になったときに、緑化のルールを満たしていない既存の建物は既存不適格となる

のか。

・ 特段現状の建物に指導はないということで良いのか。

（星加係長）

・ 既存の建物に対して求めることは難しいと考えているので、今のところ、新規の建築物について対

応いただくことを考えている。そうやって徐々に緑化が広がっていけばと思う。

・ 芝生だけで良いのかどうかについては、第７回の会議でペンションビレッジ地区の現況写真をいく

つか示して、まち並みの雰囲気がどうなのかを見ていただいたが、敷地の中で、道路に面している

ところで木立が少しあるところが、このエリアの魅力にもつながるという流れであったと思う。

10％というルールにした場合、全部芝生になると目指す姿にならないということもあり得る。

・ 一方で、ご意見のように、木を植えると管理の面で難しい部分も出てくることは理解している。

・ どんどん建物が建っていく中で、元あったローワービレッジ地区のイメージを再生していくという

ことで、樹木を少しでも示していきたいと考えている。

（笠間部会長）

・ 答えを満たすためには、方法が１つしかない状況は好ましくない。

・ 高木以外の方法で対応できるような、そのバリエーションみたいなものがあると良い。

（斎藤委員）

・ 緑化率について、前回の会議で話をする前に時間になってしまって、気になっていたところだが、

意外に穏便なところになったという印象。

・ 換算率について、低層型の 10％、維持型の 15％というのは、緑化率確保するのは難しいという印

象。そこをクリアして緑化を進めるためにも、19 ページの換算値において、芝生などもう少しプラ

スしても良いのではという印象。

（山田委員）

・ 私も皆さんと同じ。換算率の問題だが、我が家は３００坪の土地に木が２本しかない。他は芝生。

このルールでは基準外になるのかなと思っている。

・ 芝生の換算率は 1.0 で良いのではないか。0.2 だと該当しないところが増えてしまう。
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・ 我が家の話でいうと、緑化率を達成しようとして木を植えると、除雪できなくなってしまう。

・ １本だけ後からどんぐりを植えたが、屋根の雪が木に落ちて、大きくならなかった。その辺りも考

えてほしい。

・ 資料１の附属資料（特定用途制限地域の制限内容）で、建築物の 9番について、２年前に出張型を

経営された方がおり、大問題になったことがある。ニセコ町にアパートを借りて、ひらふエリアに

出張させていた。

・ 景観とは話が変わってくるが、景観でも条例を入れられるようなことを考えてほしい。

（星加係長）

・ 特定用途制限地域については、建物のルールになるので、伺ったお話は風営法に関わってくる内容。

・ 風営法でどうやってしっかりコントロールしていくのか、ということになるのではないか。

（フィンドレー委員）

・ 看板について、ルールはあるか。

（星加係長）

・ 屋外広告物の制限は現在ないが、工作物の制限というところで、広告塔が入ってくる。それについ

ての高さの制限は検討している。

・ それ以外の壁に貼る広告物などについては、引き続き北海道の屋外広告物条例でコントロールして

もらうということで考えている。

・ 町として定めていくということは現段階で考えていないが、１０年程前に、屋外広告物ガイドライ

ンについて検討した経緯も承知しているので、今後の検討事項の１つと感じている。

（フィンドレー委員）

・ 看板の大きさや色は景観に対して大きく関わるところ。

・ この会議で議論すべきではないかと思う。

（星加係長）

・ 広告物については、このエリアのブランド価値に関わってくることと思う。

・ 今回の議論で全部一緒にやっていくのは難しいが、リゾートエリアの課題であるということで、観

光施策とつながる部分にもなるため、１度預からせていただきたい。

（笠間部会長）

・ 具体的に、高さ、色、大きさ、場所どれについて気になるのか？

（フィンドレー委員）

・ 全部。

・ 電線も含め、目線に入るものなので、景観に関わることなのかと。

（笠間部会長）

・ 電柱電線を新しく立てないようなルールを作っている町もあるので、その辺りも検討できると良い。

（沼田委員）

・ 特定用途制限地域について、幅広での考えをといただいたが、7番のところで、ゴルフ練習場など
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１度建ってしまうと、後々問題が大きくなるところもあるので、そのは慎重に判断していった方が

良いと思う。

・ 資料１の 23 ページ、開発行為との絡みが出てくると思うので、そちらは気になる人が多いのかな

と思っているところ。

（星加係長）

・ 開発行為の許可を受けて、そこから造成工事をして、通常は引き渡してから建築工事が始まる。

・ 自己用なら制限解除もあるかもしれないが、非自己用なら完了後からの建築工事となり、時間がか

かる可能性がある。

・ 開発行為に該当しない場合と該当する場合とで猶予の期間を整理した方が良いかもしれない。

（笠間部会長）

・ それは影響の少ないものをご検討いただければと思う。

（傍聴者 ノーアスク ロス氏）

・ 余市町から倶知安町に高速道路が作られているが、町として高速道路のことを考えているか。

・ ２５年前に開発局へ行って、俱知安から先のプランを見たことがある。そのプラン通りに考えてい

ると思うので、そのようなことも見据えて景観地区を定めてほしい。

（笠間部会長）

・ 景観計画・緑の基本計画検討会議で高速道路の影響が大きいことについて挙げられており、そちら

で議論になっている。

（傍聴者 ＴＡＩＧＡ キース氏）

・ 植林の仕事をしたことがあって、ローワービレッジ地区でたくさん木を植えることは難しい。屋根

の雪下ろしをして、平均２階の床まで雪が積もってしまう。

・ ロードヒーティングを入れて、外に駐車場を設置しているが、その残りのスペースで大きな木を１

本くらいしか植えられなくて、場合によっては除雪車も入ってくるので、残念ながら芝生しかでき

ないということもある。

・ これが条例になったとして、お客さんが緑化のために３００万円払っても、１年で植樹した木がダ

メになってしまうということがあると残念。

・ １つのアイディアとして、カーボントレーディングということも考えられる。敷地内に植えられな

ければ、違うところの土地に植えるなどならば、お客さんに説得はできる。

・ 建築物の最低敷地面積について、現在 50坪だった場合は、そこの土地で建てられなくなるのか。

（星加係長）

・ 最低敷地面積を今回新たに設定するところでは、例えば樺山地区が 1,000 ㎡となっている。

・ ルールを施行する前に登記されている地番については、その地番の面積が 1,000 ㎡未満であっても

建築基準法上で建てることが認められてる。

・ ただし、合筆などを行った場合は、新しいルールに合せなければいけない。
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（笠間部会長）

・ 予定していた時間になったので、他に話したい人がいれば。

・ 挙手があったのは３名なので、１７時１５分まで延長する。

（傍聴者 クローバコンチネンタル 井沼氏）

・ ニセコひらふ沿道地区について、既存の山田Ⅰ地区と同じで、道路中心から 60ｍで変わりないか。

（星加係長）

・ 道路中心から 60ｍで変わりはないが、現行の山田Ⅰ地区側は、新たに道路中心から 60ｍとっての

地区分けとなる。

（傍聴者 ニセード クレイグ氏）

・ 水道管と下水道の話だが、５年、１０年スパンでそのような設備の新しい計画はあるか？

（星加係長）

・ 上水道は給水区域の範囲は給水義務があるので、その供給が満たさないものについては、原則供給

しなければいけないルールがある。

・ 順次、供給できる量を増やしていく計画はある。

・ 後追いになってしまうが、水道事業の場合については、皆さんの水道料金を原資にして進めている

ので、時間がかかるところ。

・ 水道の経営ビジョンについても、町で検討をしている。

（大久保委員）

・ 特定用途区域区分図について、濃い緑に塗られている部分ついて、基本的には建てて良いが、建ぺ

い率・容積率が新しいルールになるということで良いか。

（星加係長）

・ こちらについては、店舗系はリゾートエリアと同じ。

・ 宿泊施設は禁止としている。ただし、兼用住宅のように住みながらホテル営業されているような事

業形態については可能としている。

・ 先々週辺り、そこに住んでいる方、そこの事業者を対象に懇談会を設け、話をさせていただいた。

（大久保委員）

・ そうすると、ひらふエリアを背にして見たときに、尻別川と国道５号の間には宿泊施設基本的にで

きない。

・ 別荘は建てられても、建てた後の宿泊施設の運用はできない。

（星加係長）

・ そういうことになる。

・ あくまでも建築基準法上については、ホテル等について制限される。

（大久保委員）

・ 国道５号、ピンク色で塗られているところもホテルのようなものは基本禁止ということか。

（星加係長）
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・ そうなる。今のところ整理しているのは、尻別川と硫黄川、元々の景観地区と準都市計画地区を宿

泊施設の範囲と捉えていて、その外側は控えていただきたいという内容。

（大久保委員）

・ 自分の意見としては、宿泊施設を制限されることについては、反対である。

（沼田委員）

・ 以前から危惧しているところとしては、産業的にはリゾートエリアだが、土地の利用としては切り

分けたい。

・ 地価上昇の影響が、市街地へ及び過ぎてしまうことについては、懸念がある。

・ どこまでがリゾートエリアであるべきかということが、議論の中に入っている。

（大久保委員）

・ 樺山や花園では坐忘林さんのようなところは良いのに、尻別川～国道５号まではダメというのが、

すでに大きい土地を取得しているオーナーとしてはどう思うか、と考えてしまう。

・ オーナーは、当初の利用目的がきちんとあるということで、説明していくのが大変ではないか。

・ 大きい制限がされてしまうことに対して、購入した人の気持ちを考えると、反対されるのだと思う。

（斎藤委員）

・ 容積率 300％といっても、フルに容積率を使えない状況がほとんどなのでので、今表示されている

300％とか 200％の容積率を変える必要はないと思っている。

・ 変えることで、既に土地を取得した方へのマイナスインパクトが大きい。

（笠間部会長）

・ 現状の利用者のご意見も踏まえ、本日の議論ではまとまらないため、このまま次回の宿題にしたい。

・ ローワービレッジ地区の高さ制限の緩和や容積率についてどうするか、検討の時間が必要。

・ 本日多くの方にご参加いただき、非常に参考になるご意見をいただけたと思う。

（星加係長）

・ 長い時間、ご議論いただいた。

・ 次回の会議を予定しているので、ご都合がつきましたら、またよろしくお願いしたい。

４ 閉会


